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計画策定の趣旨

計画の法的位置づけ

計画期間

中長期的な視点

【令和7（2025）年度】
団塊の世代が75歳に

【令和22（2040）年度】
現役世代が急減

第6期計画
平成27（2015）年度

〜
平成29（2017）年度

第7期計画
平成30（2018）年度

〜
令和2（2020）年度

第8期計画
令和3（2021）年度

〜
令和5（2023）年度

第9期計画
令和6（2024）年度

〜
令和8（2026）年度

第14期計画
令和21（2039）年度

〜
令和23（2041）年度

本町では、介護保険事業及び高齢者保健福祉施策の方向性を示す計画として、平成30（2018）年度〜令
和2（2020）年度を計画期間とする「上牧町第7期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」（以下、「第7期
計画」と言います。）を策定し、これに基づく施策の展開を図ってきたところです。

この計画は3年毎の見直しが定められた法定計画であることから、今般の介護保険制度等の改正や本町にお
ける高齢者介護をとりまく状況の変化や高齢社会における諸課題に対応するため、計画の見直しをする必要
があります。

計画の見直しにあたっては、「第7期計画」の基本的な考え方と成果を継承しつつ、長期的視点からは令和
7（2025）年、令和22（2040）年の双方を念頭に、本町に暮らす高齢者が住み慣れた地域において自分ら
しく安心して暮らしていけるよう、さまざまな課題に取り組んでいくための計画として「上牧町第8期介護保
険事業計画・高齢者保健福祉計画」（以下、「第8期計画」と言います。）を策定します。

「介護保険事業計画」は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るため、介護保険法第117条第1
項の規定に基づき策定する計画です。

また、「高齢者保健福祉計画」は、高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法第20条の8の規定に基づき
策定する計画です。
「高齢者保健福祉計画」は、その目的、対象及び内容において、「介護保険事業計画」を包括する上位の計

画と位置付けられ、両計画の連携と調和を保つため一体的な計画として策定します。
本計画は、介護保険給付対象者のみならず､ 給付対象外の高齢者福祉サービスを含めた高齢者福祉事業全

般にわたる総合的な計画であり、「第6期計画」からは「地域包括ケア計画」としても位置づけられるものです。
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高齢者を取り巻く現状
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平成27年
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上牧町
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（2018年）
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令和2年
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奈良県
全　国

26.6％

28.7％

29.9％

27.3％

29.6％

31.1％

27.7％

30.3％

31.9％

28.1％
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32.7％

28.5％
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28.7％

33.9％

● 上牧町 人口ピラミッド ●

● 高齢化率 ●

資料 : 住民基本台帳（令和2（2020）年9月30日現在）

資料 : 上牧町 : 住民基本台帳（各年9月30日現在）
　　　全国・奈良県 : 総務省統計局 推計人口（各年10月1日現在）
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高齢になっても
安心して住み続けられるまち

計画の基本理念と基本方針

本町では、「第6期計画」以降、「地域包括ケア計画」としても位置づける中で、計画期間を超えた中長期的
な視点の中での計画検討・策定を行っています。
「第8期計画」においても、団塊の世代が75歳以上の後期高齢期を迎える令和7（2025）年度や現役世代の

急減が想定される令和22（2040）年度といった中長期的な視点からの計画策定が求められることなどから、
本計画の基本理念について、これまでの考え方を踏襲・継承しつつ、その深化・推進を図っていくものとします。

計画の基本理念

地域包括
ケアシステムの
深化・充実

高齢になっても
安心して

住み続けられる
まち

介護保険事業の
充実・適正化

健康づくりと
介護予防の推進

高齢者福祉の
充実

基本方針1

基本方針4 基本方針2

基本方針3

4



施策体系

〈基本方針〉 〈方向性〉 〈取　組〉

地域包括
ケアシステムの

深化・充実

地域包括ケアシステムの深化 ⃝ 地域包括支援センターの機能強化

地域包括ケアの
ネットワークと人材育成

⃝ ⽣活支援サポーターの養成
⃝ 協議体の活性化
⃝ 在宅医療・介護連携のためのネットワークの構築
⃝ 退院調整ルールづくり

地域における見守りの
体制づくり

⃝ 配⾷見守り支援事業
⃝ 緊急通報見守り支援事業
⃝ 上牧町高齢者等見守りネットワーク事業
⃝ 災害時要援護高齢者の把握

家族介護への支援 ⃝ 介護離職ゼロ
⃝ 家族介護支援事業

健康づくりと
介護予防の推進

健康づくり
⃝ 健康上牧21計画推進事業
⃝ 成人健康相談
⃝ 各種がん検診等

介護予防・
日常⽣活支援サービス事業

⃝ 訪問型サービス
⃝ 通所型サービス
⃝ 短期集中訪問・通所サービス

その他の介護予防の取組

⃝ 口腔機能向上事業
⃝ 出前講座
⃝ 高齢者教室
⃝ 運動習慣教室（ハッピーライフ教室）
⃝ 地域体操教室（ときめきクラブ・ためトレクラブ）
⃝ 介護予防に関する助成
⃝ 脳の健康教室
⃝ すこやかサポーター活動支援
⃝ 傾聴ボランティアの養成と活動支援

高齢者福祉の
充実

高齢者⽣活支援事業 ⃝ 訪問理容サービス
⃝ 緊急一時保護

認知症対策

⃝ 認知症の周知
⃝ 認知症サポーターの養成
⃝ 認知症初期集中支援チームの活用
⃝ 認知症相談
⃝ おれんぢカフェ（認知症カフェ）

権利擁護・虐待防止対策 ⃝ 成年後見制度利用支援
⃝ 高齢者虐待防止対策の推進

⽣きがいづくり ⃝ 住⺠の⾃主的な活動の促進
⃝ 雇用・就業への支援

住まい・環境の整備
⃝ ⽣活課題を抱える高齢者の措置入所による養護
⃝ サービス付高齢者住宅等の提供
⃝ 建物や道路のバリアフリー化の推進

介護保険事業の
充実・適正化

介護保険サービスの充実

⃝ 介護予防サービス
⃝ 介護予防支援
⃝ 居宅サービス
⃝ 居宅介護支援
⃝ 地域密着型サービス
⃝ 施設サービス

介護給付の適正化

⃝ 要介護認定の適正化
⃝ ケアプランの点検
⃝ 住宅改修等の点検
⃝ 縦覧点検・医療情報との突合
⃝ 介護給付費通知

高
齢
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
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● 上牧町 将来の高齢者数と高齢化率 ●

● 上牧町 将来の第1号被保険者数と75歳以上比率 ●

● 上牧町 将来認定者 ●

将来の高齢者数、第1号被保険者数、認定者数の見通し

資料 : 住民基本台帳（各年9月30日現在）
※推計人口は、「上牧町人口ビジョン（令和元（2019）年度改訂版）」による。

資料 : 介護保険被保険者台帳（各年9月30日現在）

資料 : 介護保険被保険者台帳（各年9月30日現在）6



総給付費（介護予防給付費及び介護給付費）の見込み

介護保険事業費（標準給付費見込額及び地域支援事業費）の見込み

（単位 : 千円）

総給付費
第8期 参考

令和3年度
（2021年度）

令和4年度
（2022年度）

令和5年度
（2023年度）

令和7年度
（2025年度）

介護予防給付費（Ⅰ） 57,448 60,278 62,071 64,914

介護給付費（Ⅱ） 1,705,430 1,789,327 1,856,584 2,035,869

総給付費（Ⅰ+Ⅱ） 1,762,878 1,849,605 1,918,655 2,100,783

（単位 : 千円）

介護保険事業費
第8期 参考

合計 令和3年度
（2021年度）

令和4年度
（2022年度）

令和5年度
（2023年度）

令和7年度
（2025年度）

標準給付費見込額（A） 5,921,348 1,893,298 1,977,574 2,050,477 2,234,961

総給付費 5,531,138 1,762,878 1,849,605 1,918,655 2,100,783

特定入所者介護サービス費等給付額（調整後） 224,800 76,656 73,012 75,132 76,149

高額介護サービス費等給付額（調整後） 139,636 45,740 46,369 47,528 49,846

高額医療合算介護サービス費等給付額 19,500 6,000 6,500 7,000 5,887

算定対象審査支払手数料 6,274 2,024 2,088 2,162 2,295

地域支援事業費（B） 289,605 92,424 95,330 101,851 98,395

介護予防・日常⽣活支援総合事業費 215,136 68,401 70,507 76,228 74,689

包括的支援事業及び任意事業費 74,469 24,023 24,823 25,623 23,706

介護保険事業費（A+B） 6,210,953 1,985,722 2,072,903 2,152,327 2,333,355

※千円単位で端数処理表示としているため、合計と内訳が一致しない場合があります。

第1号被保険者の保険料

介護保険制度においては、介護保険事業費の財源割合が介護保険法によって定められており、原則として
50% が被保険者の保険料、50% が公費とされています。

また、第8期においては、被保険者の保険料のうち、原則として23% を第1号被保険者、27% を第2号被保
険者が賄うことになっています。

介護保険事業は、市町村が保険者となり、事業を運営します。
第1号被保険者の保険料については、介護保険事業費の見込みに応じてそれぞれの保険者で決定します。なお、

介護保険制度では、3年を1期として介護保険事業計画を策定し、保険料についても原則として3年間同額と
されています。

介護保険事業費の推計をもとにした第8期の保険料基準額は、年額63,600円（月額5,300円）となります。

第8期の介護保険料　基準額　年額 63,600円（月額 5,300円）
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※公費による保険料軽減が実施される場合には、国の示す対象段階や軽減割合に従い保険料を軽減します。

段階 対象者要件
保険料額

負担割合 年額（円） 月額（円）

第1段階
⽣活保護受給者、世帯非課税の老齢福祉年金受給者、世帯全
員が住⺠税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入金額
の合計が80万円以下

0.50 31,800 2,650

第2段階
世帯全員が住
⺠税非課税

本人の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円を超え120万円以下 0.70 44,500 3,708

第3段階 本人の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が120万円超 0.75 47,700 3,975

第4段階 本人が住⺠税
非課税で世帯
員に課税者が
いる

本人の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円以下 0.90 57,200 4,767

第5段階 本人の合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円超

1.00
基準額 63,600 5,300

第6段階 本人が住⺠税課税で合計所得金額が120万円未満 1.15 73,100 6,092

第7段階 本人が住⺠税課税で合計所得金額が160万円未満 1.20 76,300 6,358

第8段階 本人が住⺠税課税で合計所得金額が210万円未満 1.30 82,700 6,892

第9段階 本人が住⺠税課税で合計所得金額が250万円未満 1.40 89,000 7,417

第10段階 本人が住⺠税課税で合計所得金額が320万円未満 1.50 95,400 7,950

第11段階 本人が住⺠税課税で合計所得金額が350万円未満 1.60 101,800 8,483

第12段階 本人が住⺠税課税で合計所得金額が400万円未満 1.70 108,100 9,008

第13段階 本人が住⺠税課税で合計所得金額が500万円未満 1.80 114,500 9,542

第14段階 本人が住⺠税課税で合計所得金額が600万円未満 2.00 127,200 10,600

第15段階 本人が住⺠税課税で合計所得金額が700万円未満 2.10 133,600 11,133

第16段階 本人が住⺠税課税で合計所得金額が700万円以上 2.20 139,900 11,658

上牧町第8期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画
〈概要版〉

発行日：令和3（2021）年3月
発行者：上牧町　住民福祉部　生き活き対策課
住　所：〒639-0214　奈良県 北葛城郡 上牧町 大字上牧3245-1 上牧町保健福祉センター内
T E L：0745-79-2020　　F A X：0745-79-2021

第1号被保険者の第8期介護保険料額（所得段階別）
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